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創業者特別功労金の贈呈の決議および同決議に伴う特別損失の発生に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 10 月 24 日開催予定の第 39 回定時株主総

会終結のときをもって退任する代表取締役会長 玉生弘昌氏に対し、創業者特別功労金を

贈呈する議案を同定時株主総会に上程することを決議いたしました。これに伴い、2025 年

7 月期第 1 四半期会計期間において、下記のとおり当該創業者特別功労金を特別損失とし

て計上する予定となりましたので、お知らせいたします。 

記 

１．創業者特別功労金贈呈について 

代表取締役会長 玉生弘昌氏は 1985 年の創業以来、長きにわたり代表取締役として当社

の経営を牽引し、一般消費財流通業界の情報インフラとしてＥＤＩ（Electronic Data 

Interchange：電子データ交換）の普及・定着に心血を注ぐことにより、強固な経営基盤を

構築しました。つきましては、玉生弘昌氏の創業以来の功績や労に報いるため、取締役退

職慰労金規程に定められた退職慰労金に加えて、創業者特別功労金として 130 百万円を贈

呈することを決議いたしました。 

２．特別損失の計上 

  2025 年 7 月期 第 1四半期会計期間において、創業者特別功労金 130 百万円を特別損

失として計上いたします。なお、2024 年 10 月 24 日開催予定の第 39 回定時株主総会にお

いて、承認を受けることを前提としております。 

３．業績に与える影響について 

 2025 年 7 月期の通期業績予想につきましては、他の要因も含め修正が必要と判断され

た場合には、速やかにお知らせいたします。 

以 上 


